
32.　9.　1
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
042です。

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
催しなどが中止・延期になる場合があります。

 マル障 所得制限基準額

 義務教育就学児医療費助成　所得制限限度額表　（令和2年１０月以降）
※2年度（3１年分）所得で判定

扶養親族等 の人数 所得額

0人 360万4,000円

1人 398万4,000円

2人 436万4,000円

3人 474万4,000円

4人 512万4,000円

5人 550万4,000円

扶養親族等の数 所得額
0人 622万円
1人 660万円
2人 698万円
3人 736万円
4人 774万円
5人 812万円

帯
（
準
要
保
護
）
で
、
生
計
を
一

に
す
る
全
員
の
元
年
分
の
総
収
入

が
認
定
基
準
以
下
の
方

　
認
定
基
準
、
申
請
方
法
な
ど
の

要
保
護
」
に
該
当
す
る
方
が
支
給

の
対
象
と
な
り
ま
す
。
準
要
保
護

に
該
当
す
る
ご
家
庭
は
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
で
す
。

　
①
生
活
保
護
の
停
止
ま
た
は
廃

止
を
受
け
た
方
（
た
だ
し
、
認
定

基
準
を
上
回
る
収
入
が
あ
る
場
合

や
転
出
の
場
合
を
除
く
）

　
②
市
民
税
、
固
定
資
産
税
、
国

民
年
金
な
ど
の
掛
け
金
な
ど
が
減

免
の
方

　
③
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受

け
て
い
る
方

　
④
生
活
保
護
基
準
に
準
ず
る
世

　
市
で
は
、
経
済
的
な
理
由
な
ど

に
よ
っ
て
、
公
立
小
・
中
学
校
で

か
か
る
費
用
が
大
き
な
負
担
と

な
っ
て
い
る
ご
家
庭
に
対
し
て
、

教
育
費
の
一
部
を
援
助
し
て
い

ま
す
。

　
就
学
援
助
の
支
給
費
目
の
う

ち
、
新
入
学
児
童
生
徒
学
用
品
費

を
入
学
前
に
支
給
し
ま
す
。

　
３
年
２
月
１
日
現
在
、
東
久
留

米
市
に
居
住
し
て
い
て
、
お
子
さ

ん
が
３
年
４
月
に
公
立
小
・
中
学

校
に
入
学
予
定
の
児
童
生
徒
の

保
護
者
で
、
就
学
援
助
制
度
「
準

が
20
時
間
。夏
季（
７
月
～
９
月
）

は
小
学
生
か
ら
高
校
生
の
利
用
時

間
を
10
時
間
拡
大
し
ま
す

　【
利
用
者
負
担
額
】30
分
に
つ
き

85
円
（
両
上
肢
お
よ
び
両
下
肢
１

級
ま
た
は
体
幹
１
級
の
方
で
身
体

介
護
あ
り
と
判
断
さ
れ
た
方
は
、

30
分
に
つ
き
１
５
５
円
）。
非
課

税
世
帯
は
無
料
。

す
で
に
利
用
さ
れ
て
い
る
方
へ

　
す
で
に
利
用
さ
れ
て
い
る
方
で

10
月
以
降
の
継
続
利
用
に
つ
い
て

「
承
諾
書
」
を
ご
提
出
い
た
だ
い

た
方
は
、
新
た
な
利
用
決
定
通
知

書
の
発
行
手
続
き
を
行
い
ま
す
。

そ
の
他
の
方
に
は
必
要
書
類
の
ご

案
内
を
送
り
ま
す
の
で
、
早
め
に

ご
確
認
の
上
、
お
手
続
き
く
だ
さ

い
。
10
月
か
ら
ご
利
用
い
た
だ
く

新
し
い
利
用
決
定
通
知
書
は
、
９

月
中
旬
か
ら
下
旬
に
発
送
す
る
予

定
で
す
。

　
詳
し
く
は
障
害
福
祉
課
☎
４
７

０
・
７
７
４
７
へ
。

を
上
限
と
し
て
利
用
で
き
ま
す

　【
利
用
者
負
担
額
】課
税
世
帯
で
、

１
回
（
８
時
間
以
上
）
の
利
用
に

つ
き
６
０
０
円
（
非
課
税
世
帯
は

半
額
。
利
用
時
間
に
応
じ
て
金
額

が
変
わ
り
ま
す
）

移

動

支

援

事

業

　
屋
外
で
の
移
動
に
支
障
が
あ
る

障
害
者
（
児
）
の
外
出
を
支
援
し
、

余
暇
活
動
な
ど
の
社
会
参
加
を
促

す
も
の
で
す
。

　【
対
象
】小
学
生
以
上
で
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

　
身
体
障
害
者
手
帳
（
視
覚
障

害
、
両
下
肢
お
よ
び
両
上
肢
１

級
、
体
幹
１
級
で
車
い
す
を
用
い

た
単
独
移
動
が
困
難
な
方
の
い
ず

れ
か
）
を
お
持
ち
の
方
▼
愛
の
手

帳
、
精
神
保
健
福
祉
手
帳
を
お
持

ち
の
方
（
18
歳
未
満
の
方
は
、
知

的
障
害
・
精
神
障
害
が
確
認
で
き

る
診
断
書
で
も
可
）

　【
利
用
時
間
】ひ
と
月
当
た
り
、

小
学
生
が
10
時
間
、
中
学
生
以
上

　
ど
ち
ら
の
事
業
も
、
利
用
期
間

は
、
申
請
日
か
ら
最
初
に
到
達
す

る
９
月
30
日
ま
で
で
す
。

　
申
請
の
際
は
、
障
害
者
手
帳
と

認
め
印
を
ご
用
意
の
う
え
、
障
害

福
祉
課
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

日
中
一
時
支
援
事
業

　
障
害
者
（
児
）
を
日
常
的
に
介

護
し
て
い
る
家
族
が
、
急
な
用
事

や
外
出
、
レ
ス
パ
イ
ト
（
一
時
的

な
休
息
）
な
ど
の
理
由
で
、
障
害

者（
児
）の
見
守
り
が
必
要
に
な
っ

た
と
き
、
一
時
的
に
お
預
か
り
し

て
、
日
中
活
動
の
支
援
を
行
う
も

の
で
す
。

　【
対
象
】身
体
障
害
者
手
帳
・
愛

の
手
帳
・
精
神
保
健
福
祉
手
帳
の

い
ず
れ
か
を
お
持
ち
の
方
（
18
歳

未
満
の
方
は
、
知
的
障
害
・
精
神

障
害
が
確
認
で
き
る
診
断
書
で
も

可
）

　【
利
用
日
数
】さ
い
わ
い
福
祉
セ

ン
タ
ー
で
行
う
都
型
シ
ョ
ー
ト
ス

テ
イ
と
併
せ
、
ひ
と
月
に
７
日
間

児
童
扶
養
手
当
を

振
り
込
み
ま
す

　
２
年
７
月
～
８
月
分
の
児

童
扶
養
手
当
を
９
月
14
日

（
月
）
に
指
定
預
金
口
座
に

振
り
込
み
ま
す
。
利
用
金
融

機
関
に
よ
っ
て
は
入
金
が
遅

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く

だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
児
童
青
少
年
課

助
成
支
援
係
☎
４
７
０
・
７

７
３
６
へ
。

旬
に
送
付
し
ま
す
。

新
た
に
受
給
の
対
象
に
な
る
方

　
こ
れ
ま
で
所
得
超
過
の
た
め
マ

ル
子
の
対
象
で
な
か
っ
た
方
で
、

２
年
度
に
対
象
と
な
る
方
（
下
表

参
照
）
は
、
９
月
中
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。
申
請
書
は
児
童
青
少

年
課
（
市
役
所
２
階
）
で
配
布
し

ま
す
。

　【
申
請
に
必
要
な
も
の
】対
象
児

童
の
健
康
保
険
証
の
写
し
▼
認
め

印　
詳
し
く
は
同
課
☎
４
７
０
・
７

７
３
６
へ
。

　
現
在
、乳
幼
児
医
療
費
助
成（
マ

ル
乳
）・
義
務
教
育
就
学
児
医
療

費
助
成
（
マ
ル
子
）
の
医
療
証
を

お
持
ち
で
、
現
況
届
が
省
略
に

な
っ
た
方
、
ま
た
は
現
況
届
を
提

出
済
み
の
方
に
は
10
月
１
日

（
木
）
か
ら
使
用
す
る
医
療
証
を

９
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す
。

　
な
お
、
現
況
届
が
必
要
な
方
に

は
、
６
月
中
旬
に
書
類
を
送
付
し

て
い
ま
す
。
現
況
届
が
未
提
出
の

方
は
お
早
め
に
ご
提
出
く
だ
さ

い
。

 

所
得
超
過
の
方
　 

　
マ
ル
子
に
は
所
得
制
限
が
あ
り

ま
す
。
２
年
度
か
ら
所
得
超
過
に

よ
り
資
格
が
消
滅
す
る
方
に
は
、

受
給
資
格
喪
失
通
知
書
を
９
月
下

旬
に
送
付
し
ま
し
た
。

　
所
得
超
過
の
方
　

　
マ
ル
障
に
は
所
得
制
限
が
あ

り
、
所
得
超
過
に
よ
り
資
格
が
喪

失
す
る
方
に
は
、
消
滅
通
知
書
を

８
月
中
旬
に
送
付
い
た
し
ま
し

た
。

新
た
に
受
給
の
対
象
に
な
る
方

　
現
在
マ
ル
障
受
給
者
証
を
お
持

ち
で
な
い
方
で
、
新
た
に
マ
ル
障

を
受
給
す
る
た
め
に
は
、
障
害
福

祉
課
（
市
役
所
１
階
）
へ
申
請
が

必
要
で
す
。

　【
対
象
者
】各
種
医
療
保
険
に
加

入
し
て
い
て
次
の
手
帳
を
お
持
ち

の
方
。

　
①
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
・

２
級
（
内
部
障
害
は
３
級
ま
で
）

　
②
愛
の
手
帳
１
度
・
２
度

　
③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳
１
級

　【
申
請
に
必
要
な
も
の
】対
象
者

の
健
康
保
険
証
、
認
め
印
（
ス
タ

ン
プ
式
を
除
く
）、
前
記
①
～
③

な
り
ま
す
（
課
税
が
１
割
、
非
課

税
が
自
己
負
担
な
し
）。

　
以
前
か
ら
マ
ル
障
受
給
者
証
を

お
持
ち
の
方
に
は
、
左
表
の
所
得

制
限
基
準
額
を
基
に
所
得
の
判
定

を
行
い
、
９
月
１
日
（
火
）
か
ら

使
用
す
る
受
給
者
証
を
、
８
月
下

　
マ
ル
障
（
心
身
障
害
者
医
療
費

助
成
制
度
）
は
、
都
の
助
成
に
よ

り
、医
療
機
関
で
の
自
己
負
担（
保

険
診
療
分
）
の
一
部
ま
た
は
全
部

が
免
除
さ
れ
る
制
度
で
す
。
自
己

負
担
割
合
は
、
所
得
判
定
対
象
者

の
住
民
税
の
課
税
状
況
に
よ
り
異

期
間
は
９
月
～
12
月
ご
ろ
で
す
。

　
※
市
職
員
は
調
査
時
に
「
固
定

資
産
評
価
補
助
員
証
」
を
携
帯
し

て
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
課
税
課
土
地
資
産

税
係
☎
４
７
０
・
７
７
２
６
へ
。

　
３
年
度
の
固
定
資
産
税
・
都
市

計
画
税
の
課
税
に
当
た
り
、
土
地

の
利
用
状
況
の
調
査
を
行
い
ま
す
。

　
調
査
は
、
市
職
員
が
市
内
全
域

を
自
転
車
で
巡
回
し
、
更
地
だ
っ

た
土
地
に
家
屋
が
建
築
さ
れ
て

る
と
い
っ
た
土
地
の
利
用
状
況

の
変
化
な
ど
に
つ
い
て
、
主
に
目

視
で
確
認
す
る
も
の
で
す
。
実
施

「
固
定
資
産
（
相
続
財
産
）
現
所

有
者
届
書
」
を
届
け
出
済
み
の
方

は
不
要
で
す
。

　
詳
し
く
は
課
税
課
土
地
資
産
税

係
☎
４
７
０
・
７
７
２
６
、
家
屋

資
産
税
係
☎
４
７
０
・
７
７
２
７

へ
。

　
土
地
・
家
屋
の
所
有
者
が
亡
く

な
っ
て
、
２
年
中
に
相
続
な
ど
の

登
記
が
完
了
し
な
い
場
合
は
、
登

記
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
、
相
続

な
ど
の
事
実
に
よ
り
、
実
際
に
土

地
・
家
屋
を
所
有
し
て
い
る
方
を

届
け
出
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り

ま
す
の
で
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
既
に
対
象
者
の
「
相
続

人
代
表
者
指
定
届
出
書
」
ま
た
は

の
手
帳
、
１
月
２
日
以
降
に
市
内

に
転
入
し
た
方
は
、
２
年
度
住
民

税
課
税
（
非
課
税
）
証
明
書

　【
対
象
外
の
方
】65
歳
以
上
で
初

め
て
前
記
①
～
③
の
手
帳
に
該
当

す
る
こ
と
に
な
っ
た
方
、
生
活
保

護
受
給
世
帯
に
属
す
る
方
、
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
の
加
入
者
で
住

民
税
が
課
税
の
方
、
マ
ル
乳
（
乳

幼
児
医
療
費
助
成
制
度
）
の
医
療

証
を
お
持
ち
の
方

　
マ
ル
子
（
義
務
教
育
就
学
児
医

療
費
助
成
制
度
）
の
医
療
証
を
お

持
ち
で
世
帯
主
の
住
民
税
が
非
課

税
の
方
は
、
マ
ル
障
を
申
請
し
て

く
だ
さ
い

　
詳
し
く
は
同
課
管
理
係
☎
４
７

０
・
７
７
４
７
、
マ
ル
乳
・
マ
ル

子
に
つ
い
て
は
児
童
青
少
年
課
助

成
支
援
係
☎
４
７
０
・
７
７
３
６

へ
。

詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
学
務
課
学
事
係
☎
４

７
０
・
７
７
７
９
へ
。

　
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特

別
給
付
金
（
第
二
十
二
回
わ
号
）

の
請
求
期
限
は
９
月
30
日
で
す
。

手
続
き
が
お
済
み
で
な
い
方
は

お
早
め
に
ご
請
求
く
だ
さ
い
。

　【
対
象
】第
十
七
回
特
別
給
付
金

国
庫
債
券
「
わ
号
」
を
受
給
し
て

い
た
、
ま
た
は
受
給
権
の
あ
っ
た

方
で
、
平
成
29
年
10
月
１
日
に
お

い
て
公
務
扶
助
料
、
遺
族
年
金
等

を
受
け
る
権
利
を
有
し
て
い
る
方

　
詳
し
く
は
福
祉
総
務
課
福
祉
政

策
係
☎
４
７
０
・
７
７
４
９
ま
た

は
都
福
祉
保
健
局
生
活
福
祉
部
計

画
課
☎
０
３
・
５
３
２
０
・
４
０

７
８
へ
。

新
し
い
マ
ル
乳
・
マ
ル
子
医
療
証
を 

送
付
し
ま
す

都
の
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
制
度 

マ
ル
障
受
給
者
証
を
更
新
し
ま
す

※所得判定対象者は受給者本人。ただ
し、マル障で20歳未満の方は、国民
健康保険法の世帯主か社会保険の被 
保険者（本人が国民健康保険法の世帯
主か社会保険の被保険者であれば20
歳未満 でも本人）。

1.「所得」とは、給与収入のみの方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、自営
業者等で確定申告をしている方は、確定申告書の「所得金額」の「合計」の額です。

2. 年少扶養（16歳未満）も扶養親族等の数に換算します。
☆所得制限額に加算する金額
　・老人扶養親族 1 人につき 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　・扶養親族等の数が6人以上の場合は、1 人につき　　  　　　　　  
☆所得額から控除できる金額
　・社会保険料相当額
　・雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除　相当額
　・障害者控除　　
　・寡婦・寡夫控除
　・勤労学生控除　

就
学
援
助
（
新
入
学
児
童
生
徒
学
用
品
費
）

の
入
学
前
支
給
を
行
い
ま
す

障
害
者
サ
ー
ビ
ス 

日
中
一
時
支
援
事
業
・ 

移
動
支
援
事
業
の
ご
案
内

戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金

の
手
続
き
は
お
早
め
に

土
地
・
家
屋
の
所
有
者
が
亡
く
な
っ
た

際
の
手
続
き
に
つ
い
て

固
定
資
産
税
の
現
況
調
査
（
土
地
）
を 

行
い
ま
す

　 　　　　　　　　　　　    6万円
　　　　　　　　　　　　　38万円

　　　　　　　　　　　一律８万円
　
　（普通）27万円　（特別）40万円
　（普通）27万円　（特別）35万円
　　　　　27万円　　　　　　　　　　　　　　　　


